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１.はじめに ―災害と避難行動― 

 災害時の避難行動は、災害社会学や災害心理学にお

いて、比較的早くから研究が進められてきた領域だと

いえる。主として 1970 年代までのアメリカや日本にお

ける避難行動に関する研究を整理した広瀬弘忠によれ

ば、避難行動とは、脅威や危険にさらされたときの人

々の移動行動であり、それは、集合的、相互作用的で

あり、基本的に回帰的な行動だ（危機が去れば、人々

は元の場所に戻ってくる）という特徴を持つ（広瀬，

1984，104 頁）。 

 しかしながら、自然災害時に人々は、切迫した危険

を認知しない限り、容易に避難行動を起こそうとはし

ない。これが、「正常化への偏見」と呼ばれる人間心

理の傾向によるものだということはよく知られてい

る。 

 また、避難行動自体が、人間のいくつかの情報行動、

あるいは認知プロセスに基づいており、警報や危機が

迫っているという情報を入手しても、人々はその都度、

獲得した情報が「正しい」かどうかを生活場面のなか

で確認・評価しつつ、避難を行うかどうかの選択を行

う（自分の目や耳などで、危険が確認されると避難を

はじめる）。このため、警報を聞いたとしても、それ

が即、避難行動につながるとは限らないのである。す

なわち、住民が警報を入手し、実際に避難行動を起こ

すまでには、①警報への接触、②情報確認、③被害予

想、④避難の有効性および実行可能性の評価、⑤避難、

というプロセスを経ていくために、各段階で納得が得

られないと、避難行動には至らないのである（廣井編，

2004，149-151 頁）。 

 むろん、だからといって、避難行動が常に遅れがち

になるというわけではない。実際の危機が襲ってくる

までに時間的な余裕が存在する場合にも、危機に対す

る切迫感を人々が抱いたならば、早めに避難を行うと

いう選択がなされる場合もある。たとえば、1976 年の

酒田大火における住民の避難行動を調査した安倍北夫

らによれば、火災に対する見切り距離と避難行動を起

こした者の人数とをクロスすると、まだ火が比較的遠

くにあって余裕がある段階で早めに避難をする一群

（火災前線から 250m 以上離れている段階で、すでに避

難を選択した者）と、火が近くに迫りかなり切迫した

段階でようやく避難行動に移った一群（火災前線が 50m

以内、あるいは 100m 以内にまで迫ってからようやく避

難を選択した者）とに大きく二分されたという（安倍，

1986，100-101 頁）。 

 近年の風水害と対照させて考えると、前者の事例は、

台風の襲来が予測される場合に、暴風警報（注意報）

や大雨洪水警報（注意報）、あるいは早めの避難勧告

が発令され、土砂災害や高潮、豪雨による河川の氾濫

などが懸念される地域の住民が自主避難を行うという

ような事例に近いといえよう。とはいえ、このような

防衛的避難行動の広がりが見られる一方で、突発的か

つ記録的な集中豪雨によって、土砂災害や内水氾濫、

河川の氾濫などが生じ、逃げおくれによって人的被害

が発生するというケースが毎年のように起こっている

のも事実である。 

 こうした災害時の避難行動の活発度には、さまざま

な人間的要因や社会的要因が影響を及ぼすことも知ら

れている。広瀬は、そのような諸要因として、①家族

の存在、②情報確認行動の活発度、③災害経験と災害

（下位）文化、④災害警報のソースと内容、⑤身近な

他者の行動（模倣性）、などをあげている（広瀬，同，

112-124 頁）。 

  特に、人々が警報や危機が迫っているという情報

を得て、実際に避難行動を起こす上では、被災経験が

大きな影響を及ぼすといわれている（廣井編，同）。

この被災経験が、一定の地域の住民に共有されたり伝

承されたりして、防災知識や災害時の行動指針、防災

対策、さらには災害に備えた日常時の生活様式として

文化的に蓄積されているような場合に、それらを災害

下位文化と呼ぶことがある。木曽三川流域の輪中に代

表されるように、かつての水害常襲地帯においては、

しばしば災害下位文化の形成が見られ、その防災機能

に注目が集まった。 

 とはいえ、災害下位文化は、つねに、人々の迅速な

避難行動を促したり、被害軽減に寄与したりするわけ

ではない。それは、しばしば一定範囲の経験（たとえ

ば、繰り返される同種の災害経験）をベースにしてい

るがゆえに、未知の災害や、想定を超える規模の災害
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が発生した場合には、無効であったり、かえって逆機

能的に作用したりする場合もありうるのである。 

 本稿では、これら災害心理学や災害社会学における

避難行動のメカニズムや避難行動に影響を及ぼす諸要

因を念頭に置いた上で、西日本で比較的最近発生した

いくつかの豪雨災害をとりあげ、どのような避難行動

の特質が見られたのか、また、それを左右する要因と

して何に注目すべきか、という点に焦点を合わせ、以

下で整理してみたい。 

 

２．2003 年九州北部豪雨災害における避難行動 

  2003 年７月 18 日夜から 19 日早朝にかけて、福岡県

内は、九州北部に停滞した梅雨前線の活発化により、

記録的な集中豪雨に見舞われた。特に、太宰府市や飯

塚市では、24 時間で 300mm を越える雨量となり、太宰

府市では、土石流災害により死者１名が出た。また、

飯塚市では、内水氾濫により、主に中心市街地で床上

浸水の被害が相次ぎ、市全体で約 2,000 棟の住宅被害が

発生した。 

 これに対して、福岡市の場合、雨量はさほど多くな

かったが、御笠川上流部の太宰府市で記録的な集中豪

雨が発生した影響もあり、博多区内の川沿いの地区で、

19 日早朝に、氾濫による浸水被害が生じた。災害後、

筆者は、飯塚市の一部地区と福岡市博多区の４小学校

区を対象に、住民リーダーへの聞き取り調査を行った

が、その結果と、室井研二による太宰府市、飯塚市の

調査結果から、避難行動の特徴について明らかになっ

たのは以下の諸点である（横田，2004、室井，2006）。 

 まず第一に、警報伝達と避難行動との関係について

見ると、大雨洪水警報が発令されたのは７月 18 日の 22

時から 19 日の０時 30 分頃にかけてであったが、太宰

府市の一部区域などで自主避難の動きがあったもの

の、事前に自主避難が行われるということはほとんど

なかった。警報の発令が夜遅くであったことや、警報

が発令されても豪雨による災害の兆候を住民が実感し

えなかったこと、さらに避難勧告が出なかったことな

どが、その背景にあると考えられる。 

 他方で、1999 年の「6.29 水害」を経験した福岡市で

は、大雨洪水警報発令後まもなく（18 日の 22 時 35 分

に）災害対策本部を設置し、御笠川の水位上昇に注意

を払うとともに、消防車による巡回を行い、19 日未明、

警戒水位に達した段階で、御笠川流域の自主防災会リ

ーダーに注意を促す連絡を行っている。但し、自主防

災会や自治会の役職者どうしで、周囲の状況や対応行

動について連絡をとりあっている間に浸水が始まった

ため、行政からの情報伝達が早期の避難行動を促した

とはいえなかった。被害が最も大きかった西月隈地区

で避難勧告が出されたのは、すでに浸水被害がピーク

に達しはじめた時期（19 日６時 45 分頃）であり、その

情報も消防車から一部の住民に伝えられたに過ぎなか

った。 

 つまり、大雨洪水警報が発令されたというだけでは、

住民の自主的な避難行動はほとんど促されず、やはり

周囲の状況の変化（危機が迫ってくる、あるいはすで

に危機的状況にあるという認識）を待って、初めて人

々は避難行動に移ったり、何らかの対応行動をとった

りしたのである。但し、河川（御笠川）の氾濫の場合

には、警戒水位あるいは危険水位に達したという警報

と避難勧告のような行動指示情報が併せて伝達されれ

ば、人々に早めの避難行動を促す可能性があったと推

測される１）。 

 他方で、集中豪雨による土砂災害、内水氾濫などに

際して、行政がタイミングよく住民に避難勧告を出す

ことがきわめて難しいことも確かである。この災害に

おける地域住民の自主的な対応はどの程度なされたの

であろうか。 

 被災経験との関係で見ると、福岡市博多区の被災地

域では、1999 年の「6.29 水害」の影響がいくつか見ら

れた。たとえば、前回の水害では、マイカーの被害（水

没）が顕著に見られたが、浸水が一部の区域で生じた

ことを知って、自主防災会や自治会のリーダー、有志

住民などが声をかけ合い、マイカーを安全な場所に誘

導するという対応が複数の地域でとられた。２）また、

1973 年の水害で甚大な被害を受けるなど、何度も御笠

川の氾濫による被害を受けてきた西月隈地区では、

（すでに氾濫が始まってからではあったが）自治会長

が地区公民館の放送設備を利用して、安全な場所に避

難するよう、住民への呼びかけを行っている。これら

の事例を、災害下位文化の機能とまでいえるかどうか

は微妙だが、被災経験が部分的に活用され、被害を軽

減した対応事例があったことは確かである。 

 第三に、被災経験の有無とは別に、地域レベルでの

対応にいくつかの特徴が見られた。甚大な被害が出た

中心市街地からは離れているが、飯塚市の住宅地、二

瀬地区東新町では、未明にもかかわらず、一部地区で

浸水が発生したという報を受けて、町内会長が地区公

民館の放送設備を使用して、公民館への避難を呼びか

けた。さらに、会長ほかの役職者数名で、浸水被害の

出た地区に駆けつけ、高齢者世帯を中心に安否確認を

行い、20 名を地区公民館まで誘導した。 

 これに対して、太宰府市のある土砂災害被災地では、

避難先についての住民どうしの連絡はなされなかった

し、地域の誰がどこにいるのかも掌握されず、避難行

動は個別化していたという（室井，2006，10 頁）。 

 被害の規模や災害の性質が異なる点を念頭に置く必

要があるものの、それでも、両地区における避難行動

パターンの相違は、当該地域社会の特性によってある

程度説明することができよう。すなわち、前者の飯塚

市東新町が、日常から声をかけ合うような近隣関係が

存在し、山笠や盆踊り、敬老会など地域行事への住民
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参加が活発な「親交的コミュニティ」であったのに対

して、後者の地区は、ベッドタウン開発とともに人口

が急増し、新旧住民の混住化が進んだ比較的新しい住

宅地であった。 

 太宰府市の被災した地域では、宅地開発とともに人

口増加が進む一方で、地区の自治会の役職層は「旧住

民」が主導し、「新住民」の側は地域の諸問題への関

心も概して薄く、住民間の融和が進んでいなかったと

指摘されている。特に、被害が大きかった地区は、新

来住層が多いところであり、近隣づきあいも少ない地

域であった（同，2-4 頁）。これらの点から、被災地域

社会の緊密度・統合度（コミュニティの特質）が、避

難誘導をはじめとする緊急対応のありようを左右する

という知見を提示することができる。 

 コミュニティの特質と地域住民の災害対応との関係

について付け加えると、御笠川沿いで被害を受けた福

岡市博多区の各地域でも、西月隈地区のケースも含め、

自治会や自主防災会のリーダー、役職者が、地区の避

難場所である小学校や公民館を開放したり、放送設備

を利用して避難の呼びかけをしたりするなどの自主的

対応が見られた。これらの地域はいずれも都市部に位

置しており、マンションやアパート、事業所などが混

在している地区も存在するが、自主防災会の結成も含

めて、これまで行政と連携をとりながら小学校区単位

でのコミュニティづくりが行われてきた地域である。

そして、そのようなコミュニティづくりの蓄積が、住

民の自主的、共同的な緊急対応を可能にしたひとつの

要因ではないかという仮説が成り立つ。 

 このように、地域社会の特質、あるいはコミュニテ

ィのありようは、情報伝達や避難誘導などを含めた地

域の災害対応力を左右する重要な要因であると見るこ

とができる。そして、忘れてはならないのは、こうし

た地域レベルでの対応は、基本的に町内（自治会）の

単位で行われているという点である。しかも、地域住

民が日常から利用している地区公民館やその放送設備

などが、避難場所や情報伝達手段として用いられ、自

主的対応をとる上での有力な資源となったのである。 

 

３．2005 年台風 14 号災害における避難行動 

 2005 年９月６日から７日にかけて、九州北部を横断

し、山口県北西岸を通過した台風 14 号は、西日本に大

きな被害をもたらした。山口県には、６日の午前 10 時

10 分に大雨・洪水・暴風・波浪警報が発令され、14 時

頃から激しい豪雨となった。東部を中心に、７観測地

点で、300～400mm という観測史上最大の日降水量を観

測し、６日夕方から７日の朝にかけて、河川の氾濫（一

部堤防・護岸の決壊、越水）や土砂災害が発生した。

この災害により、山口県内では、山陽自動車道の法面

崩壊により３名の死者が出たほか、負傷者 11 名、住宅

被害約 2,000 棟という甚大な被害が生じた（山口県，

2005，1-4 頁）。 

 特に、錦川流域において、河川の氾濫と大規模な浸

水被害が発生し、中流域の美川町（当時の町名。現在

は合併により岩国市の一部）で約 200 棟、下流域の岩

国市でおよそ 2,000 棟の床上・床下浸水が生じた。 

 この災害における美川町住民の対応行動に関して

は、東山真理子らの調査研究がある。それによると、

今回の災害で、回答者の約７割が浸水被害にあってお

り、避難をした者は過半数（55.0%）を占め、特に 60

代以上の高齢者では７割が避難行動をとっている。避

難した理由は、多い順に、「自宅や自宅周辺が浸水し

てきたから」（21.7％）、「避難勧告や避難指示が発令

されたから」（20.0%）、「経験から危険になると思っ

た」（13.8%）となっている。 

 また、美川町では、６日の 17 時 45 分から 18 時 50

分にかけて、避難勧告や避難指示が出されたが、それ

らいずれかの発令を知っていた者は回答者の約９割を

占め、情報を入手した手段では、「防災無線」が約５

割と圧倒的に多く、「自治会等」（20.5%）がそれに次

いでいる（東山・山本・岩谷，2008，13-16 頁）。 

 これらのデータを見る限り、①全体に、避難勧告や

避難指示の情報がよく浸透しており、「防災無線」の

果たした役割が大きいこと、②山村部という地域特性

を反映して、自治会など地域住民組織による警報伝達

も「防災無線」を補完する重要な機能を果たしている

こと、③避難勧告や避難指示を受けて、実際に避難行

動をとった者の割合が、同種の災害事例に比べると高

いこと（同，12-13 頁）、④避難行動のきっかけが、避

難勧告などの情報を知って、という者と、実際に浸水

が始まり危険を具体的に認知してから、という者とに

（つまりは早期避難者と遅れてからの避難者とに）二

分されていること３）、⑤高齢者には浸水が始まってか

ら避難する者が多いこと、などを、主な知見としてあ

げることができる。 

 また、この調査研究で興味深いのは、被災経験と避

難行動との関係である。美川町の錦川流域地区では、

これまでも何度か氾濫・浸水が発生しており、それを

反映してか、この災害以前に「洪水を経験したことが

ある」という回答者が７割を越えている。論文のなか

では、被災経験の有無と避難行動の有無とを直接クロ

スしたデータは紹介されていないが、全体として見れ

ばそのような被災経験が避難行動率の高さにつながっ

ている可能性がある。 

 他方で、この調査では、避難をしなかった者のうち、

その理由として、避難の必要がなかったと回答した者

に対して、「なぜ必要がないと思いましたか」と尋ね

ている。その結果、「過去にも似たような大雨が降っ

たが大丈夫だったから」という回答が多く見られ、過

去の被災経験が、かえって実際よりも低い被害予測を

住民に抱かせ、それが一部で避難行動の遅れにつなが
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ったのではないかと指摘されている（同，16-17 頁）。 

 以上は、美川町での量的調査からの知見であるが、

これに、筆者らが実施した、岩国市の被災地域におけ

る自治会リーダーへの聞き取り調査４）から得られた知

見を付加しておく。 

 まず、岩国市（行政）の対応に簡単に触れておく。

岩国市は、６日の 12 時 20 分に避難勧告を出した１地

区を例外として、ほぼ 18 時頃から 23 時頃にかけて、

11 地区に避難勧告を、１地区に避難指示（７日０時 25

分）を、それぞれ発令した。この時間帯は、すでに浸

水被害が拡大し始めていた時期に当たり、岩国市は同

報無線網を設置していなかったため、５台の広報車と

各地区の自治会長への電話連絡によって、これらの情

報を住民に伝達しようとした。しかしながら、浸水区

域の拡大により、広報車が回ることができたのは一部

区域（おおよそ錦帯橋より下流側）に過ぎなかった。

結果的に、これらの情報がどの程度住民に伝えられた

のかは、各地区の状況と対応に左右されることとなっ

た。 

 市内６地区（ほぼ自治会連合会の範囲）における住

民の対応を調査データに基づいて整理すると、まず第

一に、一部区域で市の広報車や消防団による避難勧告

の伝達が行われたが、自治会ルートも含め、そうした

情報が住民に広く伝達されたという地域はなかった。

どの地区でも、災害状況の推移をうかがいながら、住

民の避難や地域単位での対応が行われたといえる。 

 その上で、地域特性との関連で住民の対応を見ると、

郊外住宅地域の性格を持った４地区（愛宕、御庄、藤

河、川西）のうち３地区では、自治会レベルでの共同

的対応はほとんど行われず、事態の急変に気づいた人

々が個別ばらばらに避難したというのが実態であっ

た。このため、同一地区内の住民の避難場所も複数に

分かれるという傾向が見られ、避難場所での安否確認

も十分に行われなかった。 

 これらの地区では、「日頃から近所づきあいがほと

んどない」、「事前に指定避難場所を知っていた人は

少ない」、「自治会への世帯加入率は７割くらいしか

ない」といった特徴が存在し、その意味で、2003 年九

州北部豪雨災害における太宰府市の被災地域と相似た

地域社会の特性を認めることができよう。 

 これに対して、地域単位で、迅速かつ臨機応変の住

民避難を促すことに成功したところも存在する。 

 たとえば、旧市街地に位置した住宅地である横山地

区では、氾濫の危機が迫ったという住民リーダーの判

断で、高齢者避難用にバス２台を派遣するよう市に要

請したり（６日 19 時 30 分頃）、指定避難場所が遠く、

そこまで行くのが危険であると判断して、地元の観光

ホテルに住民の受け入れを要請し、そこを避難場所に

設定したりするといった自主的対応をとっている。こ

の観光ホテルに避難した住民は約 800 名を数えたが、

これは地区人口の半数以上にのぼっている。横山地区

に避難勧告（即刻、避難指示に変更）が出されたのは、

６日の 21 時 30 分であったので、この地区ではそれ以

前から、自治会組織を中心に、災害状況に即応した対

応がとられていたといえよう。 

 ちなみに、横山地区自治会連合会には、この災害の

３年前に防災部会（事実上の自主防災組織）が設置さ

れており、今回の災害では、その役職者たちが中心に

なって活躍したという。 

 さらに、岩国市のなかでは村落部に当たる北河内地

区守内（60 世帯 110 人ほどの集落）では、自治会長を

中心に、消防団員および消防団経験者、看護師などを

メンバーとする自主防災組織を結成し、この年の３月

に、比較的若いメンバーを補強するなどして再編して

いた。６日の夕方、そのメンバーが錦川の増水速度が

尋常ではないことに気づき、リーダーに知らせたこと

から、組織を構成する４班の主要メンバーが招集され、

警戒活動が開始された。 

 その後、増水の勢いが増してきたため、自主防災組

織メンバーが手分けをして全世帯を訪問し、マイカー

の高所への誘導と、地区集会所への避難を指示した。

20 時頃には住民 40 人が集会所に避難してきた。 

 さらに、指定避難場所の小学校に移動しようと試み

たが、国道が冠水し、移動が困難なことが判明したた

め、組織のリーダーは、集会所にとどまるという決断

をした。そして、集会所周辺で土石流の兆候などの異

常がないか、自主防災組織メンバーが夜通し、警戒を

続けたのである。集会所では、看護師のメンバーが、

避難してきた高齢者の健康チェックを実施していた。 

 守内地区の対応は、行政からの情報がほとんど入っ

てこないなかで、自治会を基盤とする自主防災組織の

力によって、早期の避難や住民の安全確保に成功した

希有な事例といえよう。但し、たんに自主防災組織を

結成していたから、地域でこのような自主的対応をと

ることができたというわけではなかろう５）。自主防災

組織の基盤となっている集落が土着的なコミュニティ

であり、住民が地域リーダーの指示や決定を信頼して

いること、さらにそのように信頼を受けたリーダーが、

消防団員や団員経験者、看護師といった災害場面で活

躍することのできるメンバーを集めて組織を編成して

いたことが、このような自主的・共同的対応の背景を

なしていると見ることができる。 

 また、先にとりあげた旧市街地・横山地区での地域

住民組織を中心とした対応も、守内地区とはやや性格

が異なるが、やはり安定した「親交的コミュニティ」

を背景にしていたからこそ可能だったと考えられる。

むろん、どちらの地区においても、こうした地域防災

活動の経験が、今度はコミュニティの統合をさらに促

進するという逆のベクトルを想定することができる。 

 以上のように、この災害においても、早期の情報伝
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達や避難行動と地域社会の特性（コミュニティのあり

よう）との間に一定の関係を読み取ることができるの

である。 

 

４．2006 年鹿児島北部豪雨災害における避難行動 

 2006 年７月 18 日から 23 日にかけて、梅雨前線が活

発化し、鹿児島県北部を中心に、多いところでは総雨

量が 1,200mm に達するような記録的豪雨が発生した。

川内川流域では、５日間で例年の年総雨量の約４割も

の降雨があり、堤防越水による浸水被害が広範囲に発

生した。これにより、同川流域の３市３町で、死者５

名（うち２名は土砂災害による）、負傷者９名、住宅

被害約 2,300 棟の被害が生じ、約５万人に避難勧告等が

出された。 

 この災害における住民の対応に関しては、いくつか

の調査研究が行われているが、ここではまず、上流域

の大口市・菱刈町・湧水町の住民を対象に行われた量

的調査の結果から明らかになった知見を整理する（野

末・橋本・平原ほか，2007）。 

 この調査研究では、水害に対する準備状況、防災訓

練への参加経験、浸水被害の有無と、避難状況、避難

の呼びかけの有無との関係を、大口市内の小地区単位

で比較分析している。 

 全体では、回答者の半数近く（45％）が浸水被害を

受けており、災害時に「避難をした」者が７割近く（67

％）、避難の「呼びかけがあった」と回答した者が８

割近く（77％）を占め、概して、避難者率や避難勧告

などの情報を聞いた者の割合はかなり高いと考えられ

る。地方小都市、農山村という地域の特性を反映して、

避難の呼びかけを聞いた相手は、行政機関のほか、知

人、近所の人、地区の班長という回答が目立ったよう

である。 

 小地区ごとの比較分析（３地区）では、浸水被害を

受けた者の割合が低い２地区のうち、水害発生の可能

性を予想していた人が多く、防災訓練への参加経験率

も相対的に高い地区（下殿地区）では、９割超の人が

避難をし、避難の呼びかけも聞いているのに対して、

水害発生予想、防災訓練参加経験ともに相対的に低率

の地区（川西地区）では、避難をした者は約３割で、

避難の呼びかけを聞いた者は約半数という結果が指摘

されている。直接的には、避難の呼びかけを聞いた者

の割合が、避難者率の高さに影響を及ぼしていると考

えられるが、２地区の差異は、事前の水害予測や防災

訓練参加経験率とも関係しており、その背景には前者

の地区（下殿地区）が水害常襲地区であり、住民の被

災経験がこのような避難行動率や避難呼びかけ聴取率

の高さに影響を及ぼしているのではないかという仮説

が提示されている。 

 以上の上流域の調査結果に加えて、被災経験と避難

行動との関係について、川内川下流域の被災地域にお

ける住民組織リーダーへの聞き取り調査６）から得られ

た知見を補足しておく。 

 薩摩川内市やさつま町の被災地区では、早いところ

では７月 22 日の午前 10 時頃から昼にかけて、川内川

の氾濫により浸水が始まった。行政から避難勧告ない

しは避難指示が出たのは、薩摩川内市では 13 時 55 分

以降であり、さつま町では、11 時以降、虎居地区、川

原地区に避難勧告・避難指示が発令された。これらの

情報伝達が行われた頃には浸水が始まっており、また

同報無線網や広報車、消防車による避難呼びかけが激

しい雨音のせいで聞き取れないことも多く、住民の多

くが状況の推移を見ながら自主避難することを余儀な

くされた。 

 川内川流域では、1972 年６月 18 日と７月６日に、今

回と同様、梅雨前線の発達による豪雨によって堤防の

決壊、氾濫が発生し、合わせて死者・行方不明者 15 名、

家屋の全半壊・流失約 830 戸の被害が生じている。ま

た、1993 年８月初旬にも、二度の豪雨により、計 1,100

戸を越える家屋が浸水被害にあっている。このため、

河床の掘削や築堤、鶴田ダム（1966 年完成）の治水容

量の変更などの対策がとられてきた。 

 川内川下流域の被災地域において、こうした被災経

験と今回の災害時における住民の避難行動との間にど

のような関係を見いだすことができるだろうか。浸水

被害が大きかった薩摩川内市南野地区とさつま町虎居

地区の対応状況から、この点について簡単に要点をま

とめてみる。 

 これらの地域では、消防団のメンバーや自治会（公

民会）、コミュニティ協議会のリーダー・役職者など

が、豪雨のなかで周囲の状況をうかがっていたが、川

内川の急激な増水とともに、10 時から 11 時頃にかけて

浸水被害が瞬く間に広がり、徐々に水深も深くなって

いったため、組織的対応をほとんどとれなくなった７）。

自生的に近隣どうしで「逃げた方がよい」と声をかけ

合う動きはあったが、何よりも住民リーダーや役職者

自身の避難開始が遅れる事態が生じたほか、結局、逃

げ遅れて、家屋の２階や屋根で救出を待つことを余儀

なくされる住民も続出した。虎居地区では、災害時の

指定避難場所となっている地区公民館と周辺道路が浸

水してそこに向かうことができなくなったため、別の

避難場所へと移動せねばならず、混乱に拍車をかけた。 

 住民リーダーたちの証言によれば、主として中高年

齢層の住民の多くは（そして何よりも、彼ら自身も）、

水害で被災した経験をもっていたが、浸水したらとり

あえず２階に上がって様子を見ればよい、あるいは浸

水の状況を見ながら避難すればよい、と考えていた。

しかしながら、今回の災害では、あまりに急に増水と

浸水が進行し、みるまもなく床上まで浸かったために、

「想定外」であり「これまでの水の出方とは全く異な

っていた」（南野地区コミュニティ協議会リーダー）、
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「ごみやいろいろなものを巻き込みながら、波のよう

に水がやってきたので、腰が抜けるほど恐ろしかった」

（久住町自治会長）ということである。 

 被災経験や災害下位文化は、同種の災害にのみ有効

であり、未知の災害や想定を超える規模の災害が発生

した場合には、無効であったり、逆機能的に作用した

りする、という知見に冒頭で触れたが、鹿児島北部豪

雨災害時に川内川下流域で生じた混乱は、この知見に

当てはまるものであったといえそうである。 

 

５．まとめ 

 以上、近年、西日本で発生した豪雨災害をとりあげ、

先行研究も参照しながら、避難行動の特質や避難行動

への影響因について述べてきたが、最後に要点をまと

めてみたい。 

 まず第一に、近年、台風の来襲前に住民が事前に自

主避難を行うという事例が増えてきてはいるものの、

梅雨時の集中豪雨のようなケースでは、気象警報の段

階で自主避難をする者は概して少ないといえる。その

意味で、避難勧告や避難指示が重要となるが、それら

の情報を、住民が安全に避難するだけの時間的余裕が

ある段階で、しかも危機が迫っていることがはっきり

理解できるようなメッセージ内容、手段によっていか

に伝達するか、という点が行政側の防災対策のポイン

トとなろう。 

 そうはいっても、想定を越えた記録的な集中豪雨が

襲ってきた場合に、行政側が適切なタイミングで避難

勧告・避難指示を発令することが困難な場合もある。

そのような場合にも、コミュニティ･レベルでの対応し

だいで、住民の迅速な避難を促すことが可能だという

のが第二点である。それを可能にする条件は地域社会

の特性、コミュニティのありようであり、自主防災組

織の対応力もその関数である。 

 そのような地域レベルでの対応を考える場合に、基

本単位として重要なのは、町内や集落（単位自治会の

エリア）といった小地域である。そして、日常的に会

合や地域行事で住民に利用されており、しかも災害時

の避難場所として使用できるような集会所や地区公民

館、その放送設備などは、災害時に町内単位で対応す

る場合にきわめて有効な資源となる。 

 最後に、被災経験や災害下位文化は、住民の迅速な

避難につながる場合もあるが、むしろ「災害への偏見」

として機能し、逃げ遅れを生み出すこともある。未曾

有の集中豪雨が災害を引き起こす事例が増えており、

被災経験や災害下位文化の逆機能にも注意をはらう必

要があるとともに、それらを防災に活かすには、地域

住民が自己反省的に被災経験の意味を再構築できるよ

うな機会やしくみが必要とされよう。 

 

附記：本稿は、平成 20～22 年度科学研究費補助金基盤研究(C）

「土砂氾濫を伴う浸水被害の早期警戒避難システム構築に関

する研究」（研究代表者 橋本晴行）に基づく研究成果の一

部である。 

 

注 

１）この災害後、宇美川、御笠川流域の 10 か所に、水位に連

動した緊急情報伝達用サイレンが、新たに整備されている。 

２）むろん、マイカーの避難が住民の避難行動と重なれば、

後者の支障となるという事態も考えられ、このような対応へ

の防災面からの検証も必要であろう。 

３）現実には、避難勧告や避難指示が発令された際にすでに

浸水が始まっていたというケースも存在したであろう。 

４）この調査は、山口大学人文学部社会学調査実習（2005 年

度後期）の授業のなかで、当時の受講生とともに、同年 11～

12 月に実施された。調査対象は、岩国市６地区、美川町３地

区の自治会リーダー、および岩国市役所、美川町役場（当時）

の防災担当者である。 

５）この災害前の時点で、岩国市内において、自主防災組織

が結成されていたところはわずかであった。その意味で、自

主防災組織がすでに形成されていること自体が、コミュニテ

ィの活動度の高さの反映だと解釈することが可能であろう。 

６）2006 年 12 月から翌 07 年２月にかけて、薩摩川内市、さ

つま町の防災部局担当者と、薩摩川内市南瀬地区、倉野地区、

久住町、さつま町虎居地区の住民組織リーダーに聞き取り調

査を行った。 

７）災害後、この急激な増水と浸水被害は鶴田ダムの緊急放

流によるものだったのではないか、という住民の不信感が広

がり、豪雨時のダムの放流のあり方に批判が集まった。それ

を受けて、2007 年２月に、河川管理者、および下流域自治体

の首長や住民代表、学識者などがメンバーとなり、「鶴田ダ

ムの洪水調節に関する検討会」が設置されている。 
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